放送ネットワーク整備支援事業（地上基幹放送ネットワーク整備等事業）・整備計画書
朱書きは記載例及び注意事項のため、申請時は削除すること。
資料１


	申請主体
	

	
	申請主体名
	株式会社○○放送

	
	代表団体の長名
	代表取締役社長　総務　太郎

	
	担当者連絡先
	○○部○○部長　総務一郎
電話：XXX-XXXX-XXXX、メール：********@++++.jp

	事業概要
	

	
	①事業内容
○○県○○市に設置されている○○送信所は、○○市が策定した「洪水ハザードマップ」の浸水想定区域内に立地しており、仮に洪水による浸水があった場合、送信アンテナ基部、送信機等の水没により、放送停波に至ることが懸念される。そうした事態を回避するため、新たに予備送信所を○○県□□市に整備する。
さらに、緊急警報放送設備を新たに本社マスター設備に整備し、地域住民に対する正確かつ迅速な警報伝達の実現を図る。
②事業費
	　
	
	
	（単位：千円）

	
	事業費（全体）
	事業費（補助対象）
	補助金申請額

	施設・設備費
	○○○、○○○
	△△△、△△△
	□□□、□□□

	用地取得費・道路費
	
	
	

	企画・開発費
	
	
	

	合計
	○○○、○○○
	△△△、△△△
	□□□、□□□




	１．補完送信所等の整備（整備設備に応じて記載を変更すること）

	
	整備箇所１（複数箇所ある場合は　想定箇所２・・・と適宜追加すること）

	
	（１）　被災想定設備概要
①　被災が想定される送信所名又は中継ルート
　　　　（例１）○○県○○市○○　○○送信所
　　　　（例２）○○県○○市○○　○○送信所～△△送信所～□□送信所における中継ルート
② 送信所等の所有者（自己所有のみ）
　　　　株式会社○○及び株式会社△△（共建）
③ 被災により想定される支障
ア　支障内容
　　　　　○○地区の放送停止
イ　影響エリア内世帯数等
　　○○○世帯（○○市、○○町の一部）
④ 被災が想定される理由
　　　ア　公的資料（ハザードマップ等）　
　　　　　本送信所（本中継ルート）は、○○市が水防法第１５条に基づき策定した「洪水ハザードマップ」の浸水想定区域内に立地している。
イ　想定される災害と規模及び被害（停波に至る理由を詳細に記載）
「洪水ハザードマップ」では、本送信所は○○川の氾濫により○○ｍの浸水が想定されている。仮に○mの洪水による浸水被害を受けた場合、送信アンテナ基部（○ｍ）及び局舎１階に設置している送信機（○ｍ）が水没してしまい、その結果、放送停止に至る。
　　　ウ　その他（上記以外に理由がある場合、又は補足事項がある場合はこちらへ記載）
⑤　放送停止による影響エリアにおける他の情報伝達手段の有無（CFM、防災行政無線等）
　　　　無し。

（２） 整備の概要
① 整備の種類
　　（例１）災害対策としてのＦＭ補完中継局の整備
　　（例２）中継ルートの再構築
②　整備場所
　ア　整備場所
　　（例１）○○県○○市○○（○○山頂）
　　（例２）○○県○○市○○　○○送信所～□□送信所における中継ルート（有線）
　イ　整備場所選定理由
　　　以下のハザードマップ等の対象外であり、自然災害による被害の可能性が低いため。
・水防法第１５条に基づき○○市が作成した「洪水ハザードマップ」
・地震防災対策特別措置法第１４条第２項に基づき○○市が作成した「津波ハザードマップ」
・津波防災地域づくりに関する法律第８条第１項に基づき○○県が設定した「津波浸水想定」
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第６条第１項及び第８条第１項に基づき○○県が指定した「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」
・○○市が策定した液状化マップ
・国土地理院が公表している都市活断層図
③　整備の内容
・送信諸元（上位局：○○送信所、空中線電力○kW、実行輻射電力○kW、空中線利得：○dB、送信高：海抜○ｍ等）
・放送区域内世帯数等：○○世帯（○○市、○○町の一部）
※送信所移転の場合は、移転元送信所の放送区域内における、移転先送信所の世帯数と移転元送信所以外の既存の送信所の世帯数（移転先送信所の世帯との重複は除く）をそれぞれ記載すること。
※中継ルートの再構築の場合は、整備する中継ルートの最も末端となる送信所の放送区域内世帯数を記載すること。（上記例における□□送信所の放送区域内世帯数を記載すること。）
・上位局からの中継回線設備（有線）も併せて整備
・○○放送のアナログ鉄塔、局舎を利用
④　所要額（事業費）
　　○○○，○○○千円

（３） 整備スケジュール
令和○年○月　無線局免許申請
令和○年○月　無線局免許
令和○年○月　工事着工
令和○年○月　工事完了
令和○年○月　事業完了
※事業の適用可否の判断の対象となるので、可能な限り詳細に記載。



	
	

	
	

	２．緊急地震速報設備等の整備（整備設備に応じて記載を変更すること）

	
	（１）　整備の概要
① 整備の種類
緊急警報放送設備の整備
② 対象設備の所有者（自己所有のみ）
株式会社○○放送
③　整備の場所
本社（○○県○○市○○）内
④ 整備の内容
本社に備えている放送施設（マスター設備）に緊急警報放送設備を新たに設置する。
⑤ 整備の理由
津波警報等を地域住民の方々に迅速かつ正確に伝達すべく、未導入である緊急警報放送設備を新たに整備するもの。
⑥　所要額
○○，○○○千円
（２）整備スケジュール
令和○年○月　工事着工
令和○年○月　工事完了
令和○年○月　事業完了
※事業の適用可否の判断の対象となるので、可能な限り詳細に記載。


添付資料
　ア　契約予定内容に関する調査票（資料３）
　イ　放送エリア図（予備送信所の整備、送信所の移転、補完送信所の整備の場合）
　ウ　整備前後の系統図等の図面（中継ルートの再構築の場合）
　　エ　その他計画書の内容を補足する資料（ハザードマップ等想定される災害等を示す資料、ソフトウェアのⅡ-5別表との対応表、災害復旧の場合は被害状況が分かる写真
